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衆
議
院
議
員
伴
野
豊
君
提
出
わ
が
国
の
財
政
改
善
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

�
に
つ
い
て

我
が
国
の
公
的
債
務
残
高
は
増
加
の
一
途
を
た
ど
り
、
債
務
残
高
の
対
国
内
総
生
産
比
が
主
要
先
進
国
の
中
で
も
最
悪
の

水
準
と
な
っ
て
お
り
、
我
が
国
の
公
的
債
務
の
状
況
は
非
常
に
厳
し
い
と
認
識
し
て
い
る
。

�
に
つ
い
て

我
が
国
の
公
的
債
務
の
状
況
の
悪
化
に
つ
い
て
は
、
近
年
の
景
気
の
低
迷
を
受
け
た
累
次
の
経
済
対
策
等
に
伴
う
財
政
支

出
の
拡
大
や
税
収
の
落
込
み
が
そ
の
原
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
我
が
国
の
財
政
を
時
々
の
経
済
状
況
に
応
じ
て

運
営
し
て
き
た
結
果
で
あ
る
と
認
識
し
て
お
り
、
政
府
に
は
、
財
政
構
造
改
革
に
着
実
に
取
り
組
ん
で
い
く
責
任
が
あ
る
と

考
え
る
。

�
に
つ
い
て

平
成
十
六
年
度
予
算
に
お
い
て
は
、
一
般
会
計
歳
出
及
び
一
般
歳
出
を
実
質
的
に
前
年
度
の
水
準
以
下
に
抑
制
し
た
と
こ

ろ
で
あ
り
、
こ
う
し
た
努
力
な
ど
の
結
果
、
国
・
地
方
を
合
わ
せ
た
基
礎
的
財
政
収
支
の
赤
字
は
、
平
成
十
六
年
度
は
縮
小

す
る
と
見
込
ま
れ
、
黒
字
化
に
向
け
た
一
つ
の
手
掛
か
り
を
作
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
て
い
る
。

一



政
府
と
し
て
は
、
「
構
造
改
革
と
経
済
財
政
の
中
期
展
望－

二
〇
〇
三
年
度
改
定
」
（
平
成
十
六
年
一
月
十
九
日
閣
議
決

定
）
に
お
い
て
示
さ
れ
た
中
期
的
な
経
済
財
政
運
営
の
基
本
方
針
に
沿
っ
て
、
基
礎
的
財
政
収
支
の
黒
字
化
を
目
指
す
こ
と

と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
平
成
十
八
年
度
ま
で
の
間
、
政
府
の
大
き
さ
、
す
な
わ
ち
一
般
政
府
の
支
出
規
模
の
国
内
総
生

産
比
が
平
成
十
四
年
度
の
水
準
を
上
回
ら
な
い
程
度
と
す
る
こ
と
を
目
指
す
。
ま
た
、
平
成
十
八
年
度
ま
で
に
、
国
と
地
方

双
方
が
歳
出
削
減
努
力
を
積
み
重
ね
つ
つ
必
要
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
や
歳
出
の
水
準
を
見
極
め
、
ま
た
経
済
活
性
化
の
進
展
状

況
及
び
財
政
事
情
を
踏
ま
え
、
必
要
な
税
制
上
の
措
置
を
判
断
す
る
。
さ
ら
に
、
平
成
十
九
年
度
以
降
も
、
そ
れ
以
前
と
同

程
度
の
財
政
収
支
改
善
努
力
を
行
う
と
同
時
に
民
間
需
要
主
導
の
持
続
的
成
長
を
実
現
す
る
こ
と
に
よ
り
、
二
千
十
年
代
初

頭
に
お
け
る
基
礎
的
財
政
収
支
の
黒
字
化
を
目
指
し
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

�
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
二
千
十
年
代
初
頭
に
お
け
る
基
礎
的
財
政
収
支
の
黒
字
化
の
達
成
に
向
け
て
、
引
き
続
き
努
力
し
て
い

く
こ
と
が
、
そ
の
責
任
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

二


